
6 『にせ税理士』にご注意ください。納税者の依頼による税務代理・税務書類の作成・相談等は、税理士の登録をしていない人には、できないことになっています。

■社会保険料控除
国民健康保険料・介護保険料・長寿
（後期高齢者）医療保険料 
　申告額は平成２１年１月～１２月に納付
した額（過年度分を含む）です。申告
の際に領収書の添付は不要です。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）…国民
健康保険料
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３）…長寿
（後期高齢者）医療保険料
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３１）…介
護保険料
国民年金保険料 
　確定申告には、次のものが必要です。
①平成２１年９月３０日までに納付された
方…１１月上旬に送付済みの控除証明書
と１０月１日以降に納付した保険料の領
収書
②１０月１日～１２月３１日までの間に、平
成２１年に初めて保険料を納付された方
…２月上旬に送付する「控除証明書」
　問 〈３月１３日松まで〉控除証明書専用
ダイヤル（札０５７０－０７０－１１７）
※ＩＰ電話・ＰＨＳからは（札０３－６７００－
１１３０）へ
武蔵野年金事務所（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

■医療費控除
介護保険サービス 
　平成２１年中に支払った介護保険のサ
ービスの利用者負担額が「医療費控除」
の対象となる場合があります（別表参
照）。なお、申告の際には医療費控除
の対象金額が記載された領収書の添付
が必要です。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３０）
おむつ代 
　医師が発行した「おむつ使用証明書」
が必要です。ただし、過去におむつ代
の医療費控除を受けたことがあり、要
介護認定を受けている方は、介護保険
主治医意見書内容確認書で代用できる
こともあります。
　その場合、おむつの使用を証明する
一定の要件を満たしている必要があり
ますので、あらかじめお問い合わせく
ださい。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３２）

■老齢年金受給者に源泉徴収票
を送付
　老齢基礎年金や老齢厚生年金など
は、所得税法上「雑所得」として取り
扱われ、課税の対象となります。
　そのため、日本年金機構では、平成２１
年の年金の支払総額や介護保険料額、

源泉徴収税額などを記載した「公的年
金等の源泉徴収票」を１月中旬から送
付します。
　「公的年金等の源泉徴収票」は、老齢
基礎年金や老齢厚生年金などを受けて
いる方全員に送付します。
　２つ以上の年金を受けている方や公
的年金以外に所得がある方は、確定申
告をする際にも必要となりますので、

大切に保管してください。
　「公的年金等の源泉徴収票」がお手元
に届かない時や紛失された場合には、
ねんきんダイヤル（札０５７０－０５－１１６５）
へ※ＩＰ電話・ＰＨＳからは（札０３－６７００
－１１６５）または、年金事務所へ
　問 武蔵野年金事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

◎税務署では、所得税の還付申告について、１月からアドバイス・申
告書の受付をしています。
※相談受付時間は、混雑の状況により、早く締め切る場合があります。
※各会場へは公共交通機関をご利用ください。

◎税務署では所得税の確定申告書等をご自身で作成していただく「自書
申告」をお願いしています。また、パソコンを利用して申告書を作成、提出
することもできます。e-Taxを利用される方は、電子証明書付きの住民基本
台帳カードなどe-Taxで利用可能な電子証明書をご持参ください。
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■日曜窓口開設

　東村山税務署では、２月２１日と２８日の日曜日
に限り、窓口を開設します。

□受付時間　午前８時３０分～午後５時
□受付内容　確定申告書用紙の配布、申告書相
談、確定申告書の受付および納付相談
※当日は電話での相談は行っていませんので、
電話での質問は平日にお願いします。
※市役所・法務局は開庁していませんので、申
告に必要な書類は事前に準備してください。

■申告と納税の期限

【所得税】２月１６日昇～３月１５日捷
【贈与税】２月１日捷～３月１５日捷
【個人事業者の消費税・地方消費税】
３月３１日昌まで
※期限内に納付されないと、延滞税がかかる場
合があります。

■安心で便利な口座振替

　所得税と個人事業者の消費税・地方消費税の
納税には、安心で便利な口座振替をご利用くだ
さい。口座振替を利用しますと次のとおり納付
期限の約１か月後に預貯金から自動的に納税額

が引き落とされます。
【所得税】４月２２日昭
【個人事業者の消費税・地方消費税】４月２７日昇

日　程場　所
２月２１日掌・２８日掌東村山税務署　（地図参照）

パソコン申告センターをご利用く
ださい

　東京国税局では、ＩＴを利用した申
告を推進するために「パソコン申告セ
ンター」を開設します。
　同センターでは次の業務を行ってい
ます。
①パソコンによる所得税および個人消費
税等の確定申告書等作成のアドバイス
（ただし、株式や土地・建物などの売却に
よる譲渡所得や贈与のある方を除く）
②確定申告書の受付（提出された申告
書は、それぞれの住所地（納税地）を
所轄する税務署へ送付）
③確定申告用紙等の配付

税理士による無料申告相談

　税理士による小規模納税者の所得税および消費
税、年金受給者や給与所得者の所得税の申告相談や
申告書の作成指導を無料で行いますので、お気軽に
ご利用ください。
　作成した申告書は、会場で受付（お預かり）します。

※２月２日昇は年金受給者（事業・不動産および譲渡
所得のある方は除く）の所得税申告が対象です。
※所得金額が高額な方や相談内容が複雑な方は税務
署または有料で税理士にご相談ください。
※青色申告、譲渡所得（株式等の譲渡を含む）、税理
士に依頼している方はご遠慮ください。
※源泉徴収票、筆記具、計算機、昨年の確定申告書
の控え等をご持参ください。

国税電子申告・納税は「e-Tax」
の利用が便利です

　「e-Tax」は自宅などからインター
ネットを利用して申告・納税ができ

る便利なシステムです。また、申請・届出などもでき
ます。
①国税庁　HP 内の「確定申告書等作成コーナー」で作成
した申告書を直接送信（提出）できます。
②最高５，０００円の税額控除
③添付書類提出を省略できます
④還付金がスピーディー
⑤１月１８日捷～３月１５日捷は２４時間いつでも利用可能
※e-Taxの利用に際しては、電子証明書の取得、ＩＣカ
ードリーダライタの購入などの事前準備が必要です。
※電子証明書をすでに取得されている方は、電子証明
書の有効期限切れにご注意ください。
　詳しくは「e-Tax」　HP をご覧ください。
　http://www.e-tax.nta.go.jp
　問 e-Taxヘルプデスク（札０５７０－０１５９０１）
または東村山税務署

日　程場　所

２月１日捷～３月
１５日捷（土・日曜
日、祝日を除く）

アクアプラザ
新宿区西新宿６－５－１
（新宿アイランド地下１階）
受付時間：午前９時１５分～午後５時

日　程場　所

２月２日昇年金受給者
保谷こもれびホール

２月１５日捷～１８日昭小規模納税者

受付時間：午前９時３０分～１１時３０分・午後１時３０分～３時３０分

（別表）

対象となる金額対象となるサービス

１割自己負担額と居住費・食費にか
かる自己負担額の合計の２分の１

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）施

設 １割自己負担額と居住費・食費にか
かる自己負担額

介護老人保健施設
介護療養型医療施設

１割自己負担額
※医療系介護サービスといっしょに
利用していることが前提です。

※保険給付の支給限度額超過分（全
額自己負担となった部分）は控除
の対象外。

※通所介護の食費、短期入所生活介
護の滞在費・食費は控除の対象外。

①訪問介護（生活援助を除く）　②夜間対応
型訪問介護　③介護予防訪問介護　④訪問
入浴介護　⑤介護予防訪問入浴介護　⑥通
所介護（デイサービス）　⑦認知症対応型通
所介護　⑧小規模多機能型居宅介護　⑨介
護予防通所介護　⑩介護予防認知症対応型
通所介護　⑪介護予防小規模多機能型居宅
介護　⑫短期入所生活介護（ショートステ
イ）　⑬介護予防短期入所生活介護

福
祉
系

居
宅
サ
ー
ビ
ス

サービス利用の際の自己負担額と食
費にかかる自己負担額
※保険給付の支給限度額超過分（全
額自己負担となった部分）も控除
の対象。

①訪問看護　②介護予防訪問看護　③訪問
リハビリ　④介護予防訪問リハビリ　⑤居
宅療養管理指導　⑥介護予防居宅療養管理
指導　⑦通所リハビリ（デイケア）　⑧介護
予防通所リハビリ

医
療
系

１割自己負担額と滞在費・食費にか
かる自己負担額

①短期入所療養介護（ショートステイ）
②介護予防短期入所療養介護


